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労
働
者
協
同
組
合
法�

に
つ
い
て
問
う

答

　

�

調
査
研
究
は
行
っ
て
い
な
い

問

昨
年
施
行
の
労
働
者
協
同
組

合
法
を
調
査
研
究
し
て
い
る
か
。

副
町
長
行
っ
て
い
な
い
。

問

自
治
会
を
支
え
る
組
織
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
有

効
と
の
先
進
事
例
が
出
始
め
て
い

る
。
本
町
の
所
管
は
ど
の
課
か
。

副
町
長
産
業
振
興
課
で
あ
る
。

問

先
進
地
域
で
は
、
地
域
住
民

が
自
ら
出
資
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
し
て
、
自
治
会

の
支
援
サ
ポ
ー
ト
活
動
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。
本
町
の
自
治
会
役

員
の
成
り
手
不
足
解
消
や
、
新
規

会
員
の
掘
り
起
こ
し
に
も
つ
な
が

る
の
で
は
な
い
か
。

産
業
振
興
課
長
県
労
働
政
策
課
か

ら
、
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
等
広
報
を

依
頼
さ
れ
て
い
る
。

問

働
く
人
た
ち
で
経
営
方
針
を

話
し
合
い
、
仕
事
内
容
や
給
料
を

決
め
る
働
き
方
で
、
社
会
保
険
も

適
用
さ
れ
る
。
中
に
は
正
社
員
並

み
の
給
料
を
実
現
し
た
り
、
売
り

上
げ
を
大
幅
に
回
復
で
き
た
仕
事

も
あ
り
、
世
界
で
約
30
ヵ
国
に
広

が
り
、
第
3
の
働
き
方
と
言
わ
れ

て
い
る
。
是
非
、
本
町
の
自
治
会

加
入
率
の
向
上
、
地
域
の
つ
な
が

り
の
再
構
築
、
こ
の
制
度
の
調
査

研
究
を
続
け
て
ほ
し
い
が
ど
う
か
。

産
業
振
興
課
長
区
長
会
に
限
定
し

た
説
明
で
は
な
く
て
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
で
広
報
し
、
相
談
が
あ

れ
ば
相
談
窓
口
等
を
案
内
す
る
。

不
登
校
児
童
生
徒

に
つ
い
て
問
う

問

本
町
の
不
登
校
児
童
生
徒
数

を
伺
う
。

教
育
長

令
和
5
年
1
月
末
時
点

町
立
小
中
学
校
に
お
け
る
30
日
以

上
長
期
欠
席
し
て
い
る
児
童
生

徒
は
小
学
校
で
54
名
、
中
学
校
で

1
1
4
名
で
あ
る
。

問

不
登
校
に
至
る
要
因
は
何
か
。

教
育
長

長
期
欠
席
し
て
い
る
児

童
生
徒
の
要
因
は
、
欠
席
者
数
の

う
ち
、
小
学
校
は
不
安
等
を
理
由

と
し
た
も
の
、
家
庭
に
関
す
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
中
学

校
で
は
不
安
等
を
理
由
と
し
た
も

の
、
体
調
不
良
等
も
含
め
た
そ
の

他
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

問

不
登
校
特
例
校
と
は
何
か
。

教
育
長

学
習
指
導
要
領
の
内
容

な
ど
に
捉
わ
れ
ず
、
不
登
校
の
状

態
に
あ
る
児
童
生
徒
の
実
態
に
配

慮
し
た
、
特
別
な
教
育
課
程
を
編

成
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
文
部
科

学
省
が
指
定
し
た
学
校
で
あ
る
。

問

本
町
に
も
設
置
可
能
か
。

教
育
長

設
置
は
可
能
だ
が
、
教

職
員
の
確
保
や
、
施
設
面
、
様
々

な
も
の
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

沖
縄
県
の
動
向
を
注
視
し
て
い
く
。

事務委託料の�
世帯別単価を見直せ
答　�自治会と協議しながら検討したい

岡崎 晋 議員

一
般
質
問 

岡
崎 

晋 

議
員

問

自
治
会
に
委
託
し
て
い
る
事

務
は
幾
つ
か
。
事
務
委
託
料
は
何

年
間
据
え
置
か
れ
、
世
帯
割
額
単

価
の
1
4
0
円
は
い
つ
か
ら
か
。

総
務
課
長

委
託
し
て
い
る
事
務

は
21
項
目
で
、
委
託
料
は
4
年
間

据
置
い
た
。
単
価
は
平
成
17
年
度

か
ら
変
わ
ら
な
い
。

問

マ
ン
シ
ョ
ン
と
戸
建
の
単
価

が
同
額
だ
が
、
戸
建
て
は
見
直
し

て
も
ら
い
た
い
が
ど
う
か
。

総
務
課
長
今
後
、
必
要
に
応
じ
て

自
治
会
と
協
議
し
な
が
ら
検
討
し

て
い
き
た
い
。

各
自
治
会
の
公
衆
街
路
灯

に
つ
い
て
問
う

問

街
灯
は
そ
こ
に
住
む
住
民
だ

け
の
為
で
は
な
い
。
加
入
率
が
減

り
続
け
る
自
治
会
の
街
灯
電
気
料

負
担
は
厳
し
く
、
実
態
調
査
を
し

て
ほ
し
い
が
ど
う
か
。

ま
ち
づ
く
り
振
興
課
長

自
治
会
に

現
状
周
知
も
兼
ね
て
実
態
調
査
を

検
討
し
た
い
。

問

ワ
ッ
ト
数
毎
に
課
金
料
が
違

う
が
、十
分
に
明
る
い
低
ワ
ッ
ト
数

の
電
球
に
替
え
る
た
め
、一
括
交
付

金
だ
け
で
な
く
環
境
省
の
補
助
金

等
を
活
用
し
て
ほ
し
い
が
ど
う
か
。

ま
ち
づ
く
り
振
興
課
長

新
し
い
事

業
が
活
用
で
き
る
か
、
自
治
会
の

負
担
軽
減
の
た
め
引
き
続
き
努
力

が
必
要
と
考
え
る
。

問

免
許
保
持
者
が
自
前
で
低

ワ
ッ
ト
数
の
電
球
に
換
え
て
も
、

工
事
会
社
作
成
の
申
請
書
が
な
い

と
沖
縄
電
力
は
課
金
是
正
に
応
じ

ず
、
交
換
後
も
従
前
の
高
い
ま
ま

の
自
治
会
が
あ
る
。
こ
の
是
正
の

た
め
、
行
政
は
支
援
で
き
な
い
か
。

ま
ち
づ
く
り
振
興
課
長

基
本
的
に

自
治
会
の
責
任（
発
注
）で
取
替
え

る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
灯
具
が

修
繕
に
至
る
と
い
う
状
況
で
あ
れ

ば
修
繕
事
項
と
し
て
、
町
の
補
助

金
を
活
用
し
て
是
正
で
き
る
と
認

識
し
て
い
る
。

国
保
保
険
税
と
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
を
問
う

問

国
民
健
康
保
険
税
の
見
直
し

で
一
人
平
均
何
％
幾
ら
上
が
る
か
。

国
保
年
金
課
長

一
人
平
均
10
・

5
％
、
1
万
4
0
7
円
増
と
な
る
。

世
帯
毎
の
所
得
に
応
じ
て
2
割
・

5
割
・
7
割
の
軽
減
が
あ
り
、
全

体
の
63
％
が
こ
の
軽
減
措
置
を
受

け
る
。
未
就
学
児
に
も
軽
減
措
置

が
あ
る
。
今
年
度
は
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
見
直
し
は
な
い
。

問

こ
れ
迄
の
一
般
会
計
か
ら
の

補
填
額
は
い
く
ら
か
。

国
保
年
金
課
長
高
齢
者
医
療
制
度

開
始
の
平
成
20
年
か
ら
15
年
間
で

31
億
6
千
万
円
を
補
填
し
た
。
令

和
5
年
度
も
約
2
億
4
千
万
円
の

補
填
を
見
込
ん
で
い
る
。

大宜見 洋文 議員

多種多様、大量の掲示物
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